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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年１月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２４年１１月１６日 ０６時５９分ごろ 

発生場所 関門港の関門航路（関門航路第３５号灯浮標） 

福岡県北九州市所在の部埼
へ さ き

灯台から真方位３２６°１.７海里付近 

（概位 北緯３３°５９.０′ 東経１３１°００.３′） 

事故調査の経過 平成２４年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第２６臼杵
う す き

丸、１０３トン 

   １３３５８２、豐海運株式会社 

   ２８.７０ｍ×７.２０ｍ×３.３６ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年６月  

Ｂ 台船 ＹＵＴＡＫＡ
ユ タ カ

２０、７０８トン 

   なし、豐海運株式会社 

   ５１.０２ｍ×１８.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成９年建造 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ３１歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日  平成１５年９月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年８月２６日 

  免状有効期間満了日 平成２５年８月３１日 

一等航海士Ａ 男性 ２３歳 

 六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２２年１２月８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月８日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１２月７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首に擦過傷 

灯浮標 太陽電池モジュールを破損、防護枠に曲損、標体に擦過傷等 

 事故の経過   Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか１人が乗り組み、空荷のＢ船

をえい
．．

航して引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、関門
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港下関区へ向け、大分県姫島水道付近を航行中、船長Ａが、平成２４

年１１月１６日０４時３０分ごろ一等航海士Ａと交替して航海当直を

委ねたとき、一等航海士Ａの当直時に関門航路に入航することが分か

ったが、航海当直を任せることにし、自室に戻って休憩した。 

一等航海士Ａは、０６時４５分ごろ関門港東口に達して関門航路に

入航し、手動操舵によって航路の右寄りを正船首やや右方に関門航路

第３５号灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）を確認しながら北西

進した。 

一等航海士Ａは、左舷後方から追い越してきた大型船の動静に気を

取られ、本件灯浮標とＢ船との接近状況を確認せず、本件灯浮標付近

で航路に沿って左転した。Ｂ船は、０６時５９分ごろ右舷船首が本件

灯浮標に衝突したが、一等航海士Ａが衝突に気付かずに航行した。 

船長Ａは、０７時３０分ごろ関門橋東側で昇橋し、一等航海士Ａと

交替した後、０８時１５分ごろ関門港下関区所在の造船所岸壁に着岸

して積荷をＢ船に積み込んだところ、海上保安庁から本件灯浮標への

衝突の有無についての問合せがあり、Ｂ船を調査した結果、右舷船首

に衝突時に本件灯浮標から発射されるマーキングペイントの付着があ

ったので、衝突の事実を知った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流（早鞆
はやとも

瀬戸） 東流約１.６ノッ

ト 

日出時刻：０６時４９分 

 その他の事項 

 

本船は、船長Ａと一等航海士Ａが交替して単独で３時間ごとに入直

する２直制の船橋当直としていた。 

船長Ａは、ふだんは関門航路を通航する場合は自ら操船し、又は一

等航海士Ａの操船を指揮していたものの、一等航海士Ａが慣れてきた

ので、任せてもよいものと考え、関門航路通航時に操船指揮を執らな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船引船列は、関門航路を北西進中、一等航海士Ａが、左舷後方か

ら追い越してきた大型船の動静に注意を向け、右舷側の本件灯浮標と

Ｂ船との接近状況を確認しなかったことから、本件灯浮標付近で航路

に沿って左転したところ、Ｂ船が、本件灯浮標に接近し、本件灯浮標

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、関門航路を北西進中、一等航海士Ａが、

左舷後方から追い越してきた大型船の動静に注意を向け、右舷側の本

件灯浮標とＢ船との接近状況を確認しなかったため、本件灯浮標付近
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で航路に沿って左転したところ、Ｂ船が、本件灯浮標に接近し、本件

灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・関門航路通航に当たっては船長が操船の指揮を執ること。 

・引船列を構成して航行中に灯浮標に接近する場合、えい
．．

航物件と

灯浮標との接近状況に注意を払うこと。 

 


